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「亀山７座トレイル」親子登山
子どもと一緒に羽黒山へ！

地域観光課観光交流グループ
（☎96－1215）

　子どもと一緒に地域の自然にふ
れあい、登山を楽しみます。
と　き　１回目　12月６日（日）
　　　　２回目　12月12日（土）
　両日とも午前10時～午後２時
※�天候などにより、中止する場合があります。
登山場所　羽黒山（290m）
集合場所　関支所玄関前
対�象者　市内に在住する小学生と
その保護者
※小学生のみの参加は不可
定　員　各５組（先着順）
参加費　無料
申込期限　11月30日（月）
申�込方法　地域観光課観光交流グ
ループへ電話または直接お申し
込みください。

持�ち物など　リュックサック、昼食、
飲み物、タオル、軽食、マスクなど

服�装など　体温調整がしやすい服装、
履き慣れた運動靴、帽子、手袋など

そ�の他　登山コースには、急な上
りや下りがありますので、お子
さんの体力を考慮してお申し込
みください。また、コース途中に
トイレはありません。

主�　催　「亀山7座トレイル」登山
道活用ネットワーク

きるようにWebで配信します。ぜ
ひ、お気軽にご参加ください。
と　き　12月５日（土）
①会場　　　 午前10時～正午
②Web参加　午前10時～11時
ところ
　あいあい大会議室
　あいあい研修室
　亀山市勤労文化会館大ホール
　関支所大会議室
内　容　講演会、参加者交流
講�演テーマ　「生きづらさを抱え
る子どもたち～貧困・格差の
現状から～」

講�　師　板垣淑子さん
　�（ＮＨＫ「おはよう日本」チーフ・
プロデューサー）

参加費　無料
申込期限　11月27日（金）
申�込方法　住所、氏名、参加方法
（①会場、②Web参加のいずれ
かを選択）を記入の上、文化ス
ポーツ課文化共生グループへＥ
メール（ bunkakyosei@city.
kameyama.mie.jp）でお申し
込みください。
※�Webの視聴方法については、
申し込み後ご連絡します。

主�　催　亀山市、ヒューマンフェ
スタ�in�亀山実行委員会

すてきなクリスマスリースを
作りませんか？

環境課環境創造グループ
（☎96－8095）

　ツル植物などのさまざまな自然
素材を使って、すてきなリースを
手作りしませんか？
と　き　12月６日（日）
　　　　午前９時30分～11時30分
※受付は午前９時～
ところ　亀山里山公園「みちくさ」
対�象者　市内に在住する３歳～中
学生の人
※小学３年生以下は保護者同伴
定　員　20人（先着順）
参加費　無料
申込開始日　11月24日（火）
申�込方法　環境課環境創造グルー
プへ電話または直接お申し込み
ください。

第16回ヒューマンフェスタ in 亀山
文化スポーツ課文化共生グループ

（☎96－1223）
　一人ひとりの人権が尊重される
まちを目指し、皆さんに人権意識
を高めてもらう機会としてヒュー
マンフェスタを開催します。
　今年は複数の会場に分けて行い
ますが、講演会はどこでも視聴で

※�新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、掲載した行事が中止または延期になる場合があります。
　詳しくは各問合先にご確認ください。

暮らしの情報

歴史・ひと・自然が心地よい　緑の健都 かめやま
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申�込方法　長寿健康課健康づくり
グループへ電話または直接お申
し込みください。

妊婦教室
長寿健康課健康づくりグループ
（あいあい　☎84－3316）

と　き　12月23日（水）
　　　　午後１時30分～３時30分
ところ　あいあい１階集団指導室
内�　容　母乳・お母さんの歯の健
康・産後の生活についての話、参
加者同士の交流

対�象者　市内に住所を有する妊婦
とその夫

定　員　５人（先着順）
参加費　無料
持ち物　母子健康手帳
申込開始日　11月20日（金）
申�込方法　長寿健康課健康づくり
グループへ電話または直接お申
し込みください。
※申込時に簡単な問診をします。

あいあいトレーニング室
利用説明会

長寿健康課健康づくりグループ
（あいあい　☎84－3316）

と　き　
▷12月２日（水）�午前11時～正午
▷12月16日（水）�午後２時～３時
と�ころ　あいあい１階トレーニング室
スタッフ　健康運動指導士など
対�象者　市内に住所を有する人
　　　　（中学生以下を除く）
定　員　各回５人（先着順）
参加費　無料
持�ち物など　タオル、室内用トレー
ニングシューズ、動きやすい服装

申込開始日　11月18日（水）
申�込方法　長寿健康課健康づくり
グループへ電話または直接お申
し込みください。

そ�の他　説明会開始前に簡単な
問診を行います。中学生以下の子
ども同伴での利用はできません。

暮らしの情報

知症の状態によって障害者控除対
象者と認められる人に、所得税の
年末調整に利用できる認定書を交
付していますので、申請してくだ
さい。
申�請方法�長寿健康課高齢者支援
グループへ郵送または直接申請
してください。
※�申請書は高齢者支援グループに
あります（市ホームページから
もダウンロード可）。

持�ち物　申請者の印鑑と運転免許
証などの身分証明書、対象者の
身分証明書

その他　
▷交付には1週間程度かかります。
※確定申告用の認定書は、令和３
　年1月末に対象者へ郵送します。
▷�令和２年1月1日～12月31日に
亡くなった人については、申請
が必要です。

問合先　
▷�認定について…高齢者支援グ
ループ（☎84－3312）
▷�所得税について…鈴鹿税務署
（☎059－382－0351）

離乳食教室
長寿健康課健康づくりグループ
（あいあい　☎84－3316）

と　き　12月16日（水）
　　　　午前９時30分～11時30分
ところ�あいあい１階集団指導室
内�　容　主に生後５カ月～８カ月
ごろの乳児を対象とした離乳
食の作り方の説明と試食

対�象者　市内に住所を有する乳児
の保護者、妊婦

定　員　９人（先着順）
参加費　無料
持�ち物　母子健康手帳、試食用小
皿、スプーン、エプロン、手ふき
用タオル、ふきん、筆記用具

申�込期間　11月20日（金）～12月４日（金）

シイタケ菌打ち体験と
クリスマスリースづくり

鈴鹿川等源流の森
も り

林づくり協議
会事務局（産業振興課森林林業グ
ループ内　☎84－5068）
　鈴鹿川等源流の森林づくり協議
会では、鈴鹿川等の源流が育む地
域資源を守り、次世代へ引き継ぐ
ための取り組みを行っています。
　親子で一緒に地域が育む資源に
触れ、自然の豊かさを感じてみま
せんか。
�シイタケ菌打ち体験�
　森の恵みであるキノコを家で育
ててみよう。原木にシイタケの菌
打ちをします。
と　き　12月６日（日）�午後１時～３時
ところ　里山公園「みちくさ」
申込期間　11月18日（水）～26日（木）
�クリスマスリースづくり�
　山林などで採取した自然素材を
使ってクリスマスリースを作りま
す。
と　き　12月12日（土）�午前10時～正午
ところ　林業総合センター
申込期間　11月27日（金）～12月３日（木）
共通事項
対�象者　市内に在住する３歳～中
学生の子どもとその保護者

定　員　各７組
※申込者多数の場合は抽選
参加費　無料
持�ち物など　飲み物、防寒着、動き
やすい服装

申�込方法　産業振興課森林林業グ
ループへ電話または直接お申し
込みください。

障害者控除対象者認定書
（年末調整用）の交付

長寿健康課高齢者支援グループ
（あいあい　☎84－3312）
　市内に住所を有する65歳以上
（令和２年12月31日時点）の要介
護・要支援認定者で、寝たきりや認
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募　集
亀山市総合計画審議会

委員の募集
政策課政策調整グループ

（☎84－5123）
　市では、第２次亀山市総合計画
をさらに推進していくため、本年
度から２カ年かけて、「後期基本計
画（令和４年度～７年度）｣を策定
します。
　そこで、この計画の策定に関し、
必要な事項を調査・審議する総合
計画審議会の委員を募集します。
応�募資格　次のすべてに該当す
る人
▷�市内に住所を有する人または市
内の事業所などに勤務する人
▷�令和２年４月２日現在で満18
歳以上の人(未成年者は保護者
の同意が必要)
▷�本市のまちづくりに関心がある
人または市民活動に携わったこ
とがある人
▷�本市職員および市議会議員でな
い人

募集人数　３人
応�募方法　応募用紙に必要事項
を記入の上、政策課政策調整
グループ（〒519－0195　本
丸町577、 seisaku@city.
kameyama.mie.jp）へ直接ま
たは郵送、Ｅメールで応募して
ください。
※�応募用紙は、政策調整グループ、
関支所、加太出張所、あいあいに
備え付けてあります。また、市
ホームページからもダウンロー
ドできます。

募集期限　12月４日（金）
※郵送の場合は必着
選�考方法　審議会の構成員の男女
比などを考慮し、提出書類によ
り選考します。選考結果は、応募
者全員に通知します。

暮らしの情報 市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

申込開始日　11月18日（水）
申�込方法　長寿健康課健康づくり
グループへ電話または直接お申
し込みください。

そ�の他　教室開始前に簡単な問診
を行います。中学生以下の子ど
も同伴での利用はできません。

パーソナルストレッチ
関Ｂ＆Ｇ海洋センター

（☎96－1010）
　パーソナルストレッチとは、ト
レーナーとマンツーマン（１対１）
で行うストレッチのことです。ト
レーナーが参加者それぞれの体に
合ったストレッチをゆっくり丁寧
にお伝えします。
　マッサージでは改善しにくい体
のコアの部分へアプローチをか
け筋肉を伸ばします。肩こり、腰痛、
むくみが気になる人や疲れがた
まっている人は体験してください。
と�　き　12月１日～令和３年１月
26日の火曜日（12月29日を除く）
①午後１時～２時
②午後２時～３時
③午後３時～４時
④午後４時～５時
⑤午後５時～６時
⑥午後６時～７時
⑦午後７時～８時
ところ　関Ｂ＆Ｇ海洋センター
対象者　18歳以上の人
定　員　各回１人（先着順）
参加費　１回3,500円
持�ち物など　飲み物、タオル３枚、
動きやすい服装

申込開始日　11月19日（木）
申�込方法　参加費を持参の上、関
Ｂ＆Ｇ海洋センターへ直接お申
し込みください。

あいあいトレーニング室
ミニ運動講座

長寿健康課健康づくりグループ
（あいあい　☎84－3316）
　姿勢改善、転倒防止のために、
下半身を鍛えましょう！
と　き　
▷12月２日（水）�午後２時30分～
　…下半身を鍛えよう①
▷12月９日（水）�午前10時30分～
　…下半身を鍛えよう②
※各回20分程度
と�ころ　あいあい１階トレーニング室
スタッフ　健康運動指導士など
対�象者　市内に住所を有する人
　　　　（中学生以下を除く）
定　員　各回５人（先着順）
参加費　無料
持�ち物など　タオル、室内用トレー
ニングシューズ、動きやすい服装

申込開始日　11月18日（水）
申�込方法　長寿健康課健康づくり
グループへ電話または直接お申
し込みください。

そ�の他　講座開始前に簡単な問診
を行います。中学生以下の子ど
も同伴での利用はできません。

あいあい運動教室
長寿健康課健康づくりグループ
（あいあい　☎84－3316）
　頭と体を使った簡単な体操をし
ます。日ごろのストレスを発散し
て、リフレッシュしましょう！
と　き　
▷12月16日（水）�午前10時～11時30分
▷�12月23日（水）�午前10時～11時30分
※１回からでも参加できます。
ところ　あいあい２階大会議室
スタッフ　健康運動指導士など
対�象者　市内に住所を有する人
　　　　（中学生以下を除く）
定　員　�各回20人（先着順）
※初めての参加者を優先します。
参加費　無料
持�ち物など　タオル、飲み物、運動
靴、動きやすい服装
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暮らしの情報

はつらつ教室
～安心・長生き生活を

支える権利の仕組み～
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）

●西野公園体育館  （☎82－1144） ●東野公園体育館  （☎83－1888）

＜施設利用時間＞

＜施設利用料金＞

個人使用デー　12月14日（月）～18日（金）

●関Ｂ＆Ｇ海洋センター  （☎96－1010）
体育館　曜日ごとの競技種目の限定はありません。
個人使用デー　毎週水曜日
プ ール　スイミングキャップの着用をお願いします（貸し出し
は行っていません）。小学３年生以下の児童が泳ぐときは、
保護者の付き添いが必要です。

※（　）は関Ｂ＆Ｇ海洋センターのプール

※（　）は関Ｂ＆Ｇ海洋センターのプール

曜日 午前 午後 夜間
月

卓球、
バドミントン、
バスケットボール、
ソフトバレー、
ニュースポーツ、
バレーボール

卓球、バドミントン
火 バドミントン、ニュー

スポーツ（ソフトバレー含む）

水 バスケットボール
木 バスケットボール

バレーボール

金 卓球、バドミントン
土 バスケットボール
日 卓球、バドミントン

午前 ��9：00～12：30（12：00）
午後 13：00～17：30（17：00）
夜間 18：00～21：30

一般 �100 円（200円）
中学生以下 ��50 円（無料）　個人使用デーは、団体の専用予約が入りません。それ以外の日

は、専用予約が入ると個人使用ができませんので、事前に各施設
へお問い合わせください。

個人使用デー　12月7日（月）～11日（金）

曜日 午前 午後 夜間
月

卓球、
バドミントン、
バスケットボール、
ソフトバレー

テニス
火 バドミントン
水 バスケットボール

ハンドボール

木 バドミントン
金 卓球、バドミントン
土 卓球、バドミントン
日 バスケットボール1212月月

年金だより
市民課医療年金グループ（☎84－5005）、日本年金機構津年金事務所（☎059－228－9112）

1
い い

1月3
みらい

0日は「年金」の日です!!

　厚生労働省では、「国民一人ひとり、『ねんきんネット』等を活用しながら、高齢期の生活設計に思いを巡らし　厚生労働省では、「国民一人ひとり、『ねんきんネット』等を活用しながら、高齢期の生活設計に思いを巡らし
ていただく日」として、ていただく日」として、11

い いい い

11月月33
みらいみらい

00日を「年金の日」としています。日を「年金の日」としています。
　この機会に、「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で、自身の年金記録や年金受給見込額を確認し、未来の　この機会に、「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で、自身の年金記録や年金受給見込額を確認し、未来の
生活設計について考えてみませんか？生活設計について考えてみませんか？
　「ねんきんネット」をご利用いただくと、いつでも自身の年金記録を確認できるほか、将来の年金受給見込額　「ねんきんネット」をご利用いただくと、いつでも自身の年金記録を確認できるほか、将来の年金受給見込額
について、自身の年金記録を基にさまざまなパターンの試算をすることもできます。について、自身の年金記録を基にさまざまなパターンの試算をすることもできます。

「ねんきんネット」について詳しくは、日本年金機構ホームページでご確認いただく「ねんきんネット」について詳しくは、日本年金機構ホームページでご確認いただく
か、津年金事務所にお問い合わせください。か、津年金事務所にお問い合わせください。
（日本年金機構ホームページ�（日本年金機構ホームページ�URL https://www.nenkin.go.jp/）https://www.nenkin.go.jp/）

「ねんきんネット」とは？
　「ねんきんネット」は、パソコンやスマートフォンから自身の年金情報を手軽に確認できるサービスで
す。自身の年金記録の確認、将来の年金見込額の試算、電子版「ねんきん定期便」の閲覧、受給に関する各種
通知書の確認などさまざまな機能があります。
　「ねんきんネット」を利用するには、日本年金機構のホームページから利用登録をしてください。マイナ
ンバーカードを取得している人は、「ねんきんネット」に登録をしなくても、マイナポータルから利用する
ことができます。
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　日
やまとたけるのみこと

本武尊が亡くなったことを
知った父親の景行天皇はとても
悲しみ、家臣たちに能褒野に墓
を造らせました。そこへ日本武
尊を葬りましたが、日本武尊は、
その墓から「白鳥」に姿を変えて
飛び立ってしまったと記されて
います。

日本書紀編さん
1300年
ヤマトタケルクイズ

11月の答え　③白
し ら と り

鳥

最終回

暮らしの情報 市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

※当事者間のトラブルについては、市は一切関与しません。

色々な「実」を調理して
実りの秋を満喫しよう

と　き　11月28日（土）
　　　　午前９時～正午
ところ　青少年研修センター調理室
内�　容　古くから俳句に登場し
たり、漢方の生薬として親しま
れたりしている桑、栗、松、クコ、
山
さ ん ざ し

査子、柚子、ナツメの実などさ
まざまな食材を使って調理をし
ます。

定　員　20人（先着順）
参加費　500円（材料費として）
持�ち物　エプロン、三角きん、ふき
ん、マスク、持ち帰り容器

申�込・問合先　よりよい図書館を
めざす会（中嶋　☎090－7438
－0196）

令和２年 犯罪発生状況令和２年 犯罪発生状況

※（　）内は前年同期比の増減数

総　数
146件（－15）

江ケ室交番 関交番 昼生駐在所 川崎駐在所 野登駐在所
76件（－5）41件（－3） 8件（－4） 16件（±0） 5件（－3）

①「12」のボタンを押す
②「選局ボタン」を１つ進める
※�選局番号（３桁入力）を
「123」に合わせる、また
は電子番組表から選択
する。（テレビの機種に
よって対応していない場
合あり）
※�午前６時から深夜０時まで、
30分番組（文字情報を含
む）を繰り返し放送してい
ます。なお、放送内容を変
更する場合がありますの
で、ご了承ください。

11月20日（金）～26日（木）
●ウイークリーかめやま
●かめやま情報ＢＯＸ
　�「人権施策の取組紹介～
　�一人ひとりの人権が尊重
されるまちをめざして～」

●となりまち�い・こ・か
　「歴史博物館第35回企画展
　�『ヤマトタケル－その愛と
死－』」

●エンドコーナー
　「関認定こども園アスレ」
11月27日（金）～12月3日（木）
●ウイークリーかめやま
●かめやま情報ＢＯＸ
　�「青少年総合支援センター
にご相談ください」

●エンドコーナー
　「井田川幼稚園」

行政からのお知らせや地域の
イベント情報などを放送！

番組の視聴方法
～テレビのリモコン操作方法～

　 亀山地区防犯協会・亀山警察署（☎82－0110）

「いかのおすし」を覚えましょう

９月末時点・亀山署管内 刑法犯（窃盗、詐欺、傷害など）認知状況

　子どもに不審者から自身の
身を守るための標語「いかの
おすし」を覚えさせ、実践させ
ましょう。

・いか…知らない人にはついていかない
・ の …知らない人の車にのらない
・ お …おおごえを出す
・ す …怪しい人がいたらすぐに逃げる
・ し …どんな人が何をしたかしらせる

不審者は言葉巧みに声を掛けてきます

お母さんが事故
に遭ったんだ。
病院に連れて
行ってあげるか
ら車に乗って。

犬がいなくなったんだ。
一緒に探してくれない？

好きな物買ってあげる
からこっちにおいで。

　子どもが一人になったときに備え、自分で身を守るための知識や
行動を身に付けさせましょう。
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令和２年度 市の財政状況
　市では、市民の皆さんに納めていただいた税金の使い道や、市の財政がどのような状況にある
のかを知っていただくために、財政状況を公表しています。今回は、令和２年９月30日時点の
財政状況を公表します。

市　税
市民税、固定資産税、軽自
動車税などの税収入

特定の事業に対する国の
負担金や補助金

大きな事業を行うために国や
銀行などから借り入れるお金

市の財政状況に応じて国
から交付されるお金

市の事業に対する県の負担
金や補助金

貯金（基金）から引き出す
お金

地方消費税収入のうち、
市に交付されるお金

使用料、手数料など

歳　入 歳　出歳　入 歳　出

一般会計予算 市の中心となる会計、その歳入や歳出もさまざまな分野にわたります

予 算 額 　287億3,976万円
収入済額  　　157億184万円

（収入率　54.6％）

予 算 額    287億3,976万円
支出済額　 131億5,460万円

（執行率　45.8％）

国庫支出金

市　債

地方交付税

県支出金

繰入金

地方消費税交付金

その他

民生費
児童、高齢者、障がい者などの
福祉全般にかかる経費

学校教育や生涯学習などの
教育全般にかかる経費

道路、公園等の維持管理や
整備などにかかる経費

予防接種、検診、ごみ処理
などにかかる経費

課税徴収、財産管理などの市
の総括的な事務にかかる経費

市が事業を行うために借り
たお金の返済金

消防、救急、災害対策などに
かかる経費

農林水産業費、商工費、議会
費など

教育費

土木費

衛生費

総務費

公債費

消防費

その他

103億190万円

92億7,253万円

21億2,630万円

14億4,900万円

14億1,302万円

13億5,435万円

10億6,500万円

17億5,766万円

59億8,344万円

60億1,500万円

0円

9億4,183万円

2億2,461万円

10億円

6億3,123万円

9億573万円

122億8,839万円

36億3,891万円

33億1,368万円

23億4021万円

18億9,096万円

10億4,907万円

18億5956万円

78億4,346万円

9億2,947万円

8億2,215万円

23億5,898万円
7億890万円

9億7,016万円

9億2,604万円

3億6,094万円

5億9,348万円

問合先 財務課財政行革グループ（☎84－5030）

国民健康保険事業

後期高齢者医療事業

農業集落排水事業

財政調整基金
（年度間の財源の不均衡を調整するための基金）
減債基金
（市債の償還を計画的に行うための基金）
リニア中央新幹線亀山駅整備基金
地域福祉基金
文化振興基金
ふるさと・水と土保全基金
ボランティア基金
伝統的建造物群保存基金
土地開発基金
庁舎建設基金

基金 76億5,565万円

21億3,928万円

3億2,839万円

17億5,212万円
3,293万円
1,056万円
1,592万円
865万円

0円
7億9,812万円

12億円

国民健康保険事業運営基金
農業集落排水事業債償還基金
市民まちづくり基金
関宿にぎわいづくり基金
みえ森と緑の県民税市町交付金基金
森林環境整備基金

1,065万円
1億184万円
8億8,707万円
3億6,922万円

0円
90万円

土地
建物

一般会計の市債（長期借入金）の現在高 147億5,860万円

令和２年度 市の財政状況

借入先別 費目別

財務省
94億5,304万円
（64.0％）

銀行など
41億544万円
（27.8％）

うち旧日本郵政公社
1億7,815万円（1.2％）

地方公営企業など金融機構
9,837万円（0.7％）

その他
11億175万円（7.5％）

土木債
28億9,834万円
（19.6％）

教育債
22億9,685万円
（15.6％）

衛生債
12億7,253万円
（8.6％）

消防債
7億6,402万円（5.2％）

減税補てん債
1億4,157万円
（1.0％）

臨時財政対策債
73億2,455万円
（49.6％）

その他
6,074万円（0.4％）

普通債その他

市の財産
3,319,375㎡
193,699㎡

車両
有価証券

173台
1,210万円

収　入 支　出収　入 支　出
特別会計予算 一般会計と区分して、特定の収入をもって特定の事業を行うための会計

予 算 額 　61億7,540万円
収入済額　 19億3,066万円

（収入率　31.3％）

予 算 額 　61億7,540万円
支出済額    22億1,495万円

（執行率　35.9％）

46億3,170万円
15億9,655万円

10億5,220万円
4億2,932万円

4億9,150万円
1億8,908万円

46億3,170万円
16億5,988万円

10億5,220万円
1億9,700万円

4億9,150万円
7,378万円

6 広報かめやま　令和２年11月16日号



令和２年度 市の財政状況
　市では、市民の皆さんに納めていただいた税金の使い道や、市の財政がどのような状況にある
のかを知っていただくために、財政状況を公表しています。今回は、令和２年９月30日時点の
財政状況を公表します。

市　税
市民税、固定資産税、軽自
動車税などの税収入

特定の事業に対する国の
負担金や補助金

大きな事業を行うために国や
銀行などから借り入れるお金

市の財政状況に応じて国
から交付されるお金

市の事業に対する県の負担
金や補助金

貯金（基金）から引き出す
お金

地方消費税収入のうち、
市に交付されるお金

使用料、手数料など

歳　入 歳　出歳　入 歳　出

一般会計予算 市の中心となる会計、その歳入や歳出もさまざまな分野にわたります

予 算 額 　287億3,976万円
収入済額  　　157億184万円

（収入率　54.6％）

予 算 額    287億3,976万円
支出済額　 131億5,460万円

（執行率　45.8％）

国庫支出金

市　債

地方交付税

県支出金

繰入金

地方消費税交付金

その他

民生費
児童、高齢者、障がい者などの
福祉全般にかかる経費

学校教育や生涯学習などの
教育全般にかかる経費

道路、公園等の維持管理や
整備などにかかる経費

予防接種、検診、ごみ処理
などにかかる経費

課税徴収、財産管理などの市
の総括的な事務にかかる経費

市が事業を行うために借り
たお金の返済金

消防、救急、災害対策などに
かかる経費

農林水産業費、商工費、議会
費など

教育費

土木費

衛生費

総務費

公債費

消防費

その他

103億190万円

92億7,253万円

21億2,630万円

14億4,900万円

14億1,302万円

13億5,435万円

10億6,500万円

17億5,766万円
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23億5,898万円
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9億7,016万円

9億2,604万円

3億6,094万円

5億9,348万円

問合先 財務課財政行革グループ（☎84－5030）
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後期高齢者医療事業

農業集落排水事業

財政調整基金
（年度間の財源の不均衡を調整するための基金）
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（市債の償還を計画的に行うための基金）
リニア中央新幹線亀山駅整備基金
地域福祉基金
文化振興基金
ふるさと・水と土保全基金
ボランティア基金
伝統的建造物群保存基金
土地開発基金
庁舎建設基金

基金 76億5,565万円

21億3,928万円

3億2,839万円

17億5,212万円
3,293万円
1,056万円
1,592万円
865万円
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7億9,812万円
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国民健康保険事業運営基金
農業集落排水事業債償還基金
市民まちづくり基金
関宿にぎわいづくり基金
みえ森と緑の県民税市町交付金基金
森林環境整備基金

1,065万円
1億184万円
8億8,707万円
3億6,922万円

0円
90万円

土地
建物

一般会計の市債（長期借入金）の現在高 147億5,860万円

令和２年度 市の財政状況

借入先別 費目別

財務省
94億5,304万円
（64.0％）

銀行など
41億544万円
（27.8％）

うち旧日本郵政公社
1億7,815万円（1.2％）

地方公営企業など金融機構
9,837万円（0.7％）

その他
11億175万円（7.5％）

土木債
28億9,834万円
（19.6％）

教育債
22億9,685万円
（15.6％）

衛生債
12億7,253万円
（8.6％）

消防債
7億6,402万円（5.2％）

減税補てん債
1億4,157万円
（1.0％）

臨時財政対策債
73億2,455万円
（49.6％）

その他
6,074万円（0.4％）

普通債その他

市の財産
3,319,375㎡
193,699㎡

車両
有価証券

173台
1,210万円

収　入 支　出収　入 支　出
特別会計予算 一般会計と区分して、特定の収入をもって特定の事業を行うための会計

予 算 額 　61億7,540万円
収入済額　 19億3,066万円

（収入率　31.3％）

予 算 額 　61億7,540万円
支出済額    22億1,495万円

（執行率　35.9％）

46億3,170万円
15億9,655万円

10億5,220万円
4億2,932万円

4億9,150万円
1億8,908万円
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監査の概要監査の概要
監査対象　監査対象　市の機関48課等市の機関48課等
監査の方針監査の方針
▷�市の財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に▷�市の財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に
行われているか行われているか
▷�市の経営に係る事業の管理が合理的かつ効率的に▷�市の経営に係る事業の管理が合理的かつ効率的に
行われているか行われているか
▷�市の事務事業の執行が合理的かつ効率的に、また▷�市の事務事業の執行が合理的かつ効率的に、また
法令等の定めるところに従って適正に行われてい法令等の定めるところに従って適正に行われてい
るかるか

監査の結果監査の結果
　主要事業、工事、委託業務、補助金等について、関係　主要事業、工事、委託業務、補助金等について、関係
諸帳簿と書類の照合検査を行ったところ、おおむね諸帳簿と書類の照合検査を行ったところ、おおむね
適正に処理されていると認められた。適正に処理されていると認められた。
　監査の結果は、以下に記載したとおりである。　監査の結果は、以下に記載したとおりである。

共通事項共通事項
＜指摘事項＞＜指摘事項＞
　特になし　特になし

＜意見＞　　　　＜意見＞　　　　
　事務執行計画の効果的な運用を図るため、実績を　事務執行計画の効果的な運用を図るため、実績を
記載できるように検討されたい。記載できるように検討されたい。
　年次有給休暇の取得日数について、特定事業主行　年次有給休暇の取得日数について、特定事業主行
動計画の目標を達成できるよう、計画的、積極的な取動計画の目標を達成できるよう、計画的、積極的な取
得を職員に推奨されたい。得を職員に推奨されたい。

個別事項個別事項
＜指摘事項＞＜指摘事項＞
【総合政策部総務課】【総合政策部総務課】
　時間外勤務について、「亀山市職員の勤務時間、休　時間外勤務について、「亀山市職員の勤務時間、休
日及び休暇に関する規則第11条」に定める基準を超日及び休暇に関する規則第11条」に定める基準を超
える職員が市全体で複数見受けられた。要因の整理、える職員が市全体で複数見受けられた。要因の整理、
分析および検証を行い、抜本的に改善されたい。分析および検証を行い、抜本的に改善されたい。
【産業建設部土木課】【産業建設部土木課】
　内容が類似している修繕を行う場合は、経済性、効　内容が類似している修繕を行う場合は、経済性、効
率性の観点から、一括発注を基本とされたい。率性の観点から、一括発注を基本とされたい。

＜複数の課に係る指摘事項＞＜複数の課に係る指摘事項＞
【該当課：総合政策部財務課・税務課、生活文化部文化【該当課：総合政策部財務課・税務課、生活文化部文化
スポーツ課、健康福祉部地域福祉課・長寿健康課・スポーツ課、健康福祉部地域福祉課・長寿健康課・
子ども未来課、産業建設部産業振興課・都市整備課、子ども未来課、産業建設部産業振興課・都市整備課、
上下水道部上水道課】上下水道部上水道課】
　時間外勤務について、「亀山市職員の勤務時間、休　時間外勤務について、「亀山市職員の勤務時間、休
日及び休暇に関する規則第11条」に定める基準を超日及び休暇に関する規則第11条」に定める基準を超
える職員がいた。事務量の見直しを行い、基準を順守える職員がいた。事務量の見直しを行い、基準を順守
されたい。されたい。

問合先 監査委員事務局監査グループ（☎84－5051）

定期監査の結果
　令和元年度を対象とした定期監査を実施し、その結果を10月23日に
市議会および市長等へ報告しましたので、概要をお知らせします。 亀山市監査委員　渡部　満亀山市監査委員　渡部　満

���������同　　　　伊藤　彦太郎���������同　　　　伊藤　彦太郎
　　　同　　　　国分　純　　　同　　　　国分　純��

＜意見＞＜意見＞
【総合政策部総務課】【総合政策部総務課】
　職務を適正かつ能率的に遂行するために、亀山市　職務を適正かつ能率的に遂行するために、亀山市
職員服務規程を整備されたい。職員服務規程を整備されたい。
　加除式の図書について、データベース化された図　加除式の図書について、データベース化された図
書の導入を検討されたい。書の導入を検討されたい。
【総合政策部財務課】【総合政策部財務課】
　市有林等の普通財産の管理について、亀山市公有　市有林等の普通財産の管理について、亀山市公有
財産事務取扱規程に基づき、適正かつ効果的な維持財産事務取扱規程に基づき、適正かつ効果的な維持
管理に努められたい。管理に努められたい。
【生活文化部文化スポーツ課歴史博物館】【生活文化部文化スポーツ課歴史博物館】
　公金等取扱マニュアルについて、会計課が示す公　公金等取扱マニュアルについて、会計課が示す公
金等取扱基本マニュアルに準じて作成されたい。金等取扱基本マニュアルに準じて作成されたい。
【生活文化部地域観光課】【生活文化部地域観光課】
　契約にかかる事務処理について、一部不備が見受　契約にかかる事務処理について、一部不備が見受
けられたことから、適正な事務処理に努められたい。けられたことから、適正な事務処理に努められたい。
【教育委員会事務局教育総務課】【教育委員会事務局教育総務課】
　週休日の振替取得時間が多い職員が見受けられた。　週休日の振替取得時間が多い職員が見受けられた。
週休日における勤務時間の割振りが、特に勤務する週休日における勤務時間の割振りが、特に勤務する
ことを命ずる必要がある場合となっていることかことを命ずる必要がある場合となっていることか
ら、週休日における勤務時間の割振りを適正に行わら、週休日における勤務時間の割振りを適正に行わ
れたい。れたい。
　ｅ黒板の活用について、今後の方針を検討されたい。　ｅ黒板の活用について、今後の方針を検討されたい。
【野登小学校】【野登小学校】
　給食施設について、改修を検討されたい。　給食施設について、改修を検討されたい。

＜複数の課に係る意見＞＜複数の課に係る意見＞
【該当課：総合政策部財務課、健康福祉部地域福祉課、【該当課：総合政策部財務課、健康福祉部地域福祉課、
教育委員会事務局教育総務課・生涯学習課・図書館、教育委員会事務局教育総務課・生涯学習課・図書館、
地域医療部病院総務課】地域医療部病院総務課】
　事務処理について、一部不備が見受けられたこと　事務処理について、一部不備が見受けられたこと
から、適正な事務処理に努められたい。から、適正な事務処理に努められたい。
【該当課：総合政策部財務課、生活文化部文化スポー【該当課：総合政策部財務課、生活文化部文化スポー
ツ課歴史博物館】ツ課歴史博物館】
　非常勤職員の任用に係る事務処理について、一部　非常勤職員の任用に係る事務処理について、一部
不備が見受けられたことから、適正な事務処理に努不備が見受けられたことから、適正な事務処理に努
められたい。められたい。
【該当課：総合政策部税務課、生活文化部市民課】【該当課：総合政策部税務課、生活文化部市民課】
　リスク管理の観点から、郵送での証明発行につい　リスク管理の観点から、郵送での証明発行につい
て、受付簿等を作成し、管理されたい。て、受付簿等を作成し、管理されたい。
【該当課：生活文化部文化スポーツ課、教育委員会【該当課：生活文化部文化スポーツ課、教育委員会
事務局生涯学習課図書館】事務局生涯学習課図書館】
　公金については、公金等取扱マニュアルに基づき、　公金については、公金等取扱マニュアルに基づき、
適正に事務処理を行われたい。適正に事務処理を行われたい。
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子育て支援センターの催し 各種相談
亀山子育て支援センター　☎84－3314

12月の催しはありません

※亀山子育て支援センターは開館しています。

関子育て支援センター　☎96－0203

12月の催しはありません

※関子育て支援センターは開館しています。

野登ルンビニ園支援センター「のんの」　☎85－8030

遊ぼうデー「絵を描こう」

9日（水） 10：00 ～11：00　

※汚れてもいい服装でお越しください。

茶道講座

15日（火） 9：30 ～11：00

※来館しての申し込みが必要、託児あり

フラワーアレンジメント講座

23日（水）10：00 ～10：30

※来館しての申し込みが必要

※当日使用する作成キットの販売も可

亀山愛児園「コスモス倶楽部」　☎090－1566－1523

絵本を読もう

15日（火） 11：30 ～11：45　

12月のお誕生会・身体測定

25日（金）

※どなたでも参加できます。

※12月生まれのお子さんは、事前にご連絡ください。

※開始時間など詳しくは、お問い合わせください。

川崎愛児園「なぎの木」　☎85－8018

どれだけ大きくなったかな（身体測定）

1日（火） 10：00 ～11：00

楽しい親子運動あそび

22日（火） 10：00 ～11：00

育�児相談　母子健康手帳・バスタオルを
持参、保護者はマスク着用

 ２日（水）　13：30 ～14：30　あいあい

１�歳６カ月児健診　令和元年５月の出
生児対象。受付時間は個人通知します。

 17日（木）　あいあい

３�歳児健診　平成29年６月の出生児対
象。受付時間は個人通知します。

 10日（木）　あいあい 

保健だより

広報ガイド 12月

長寿健康課健康づくりグループ　☎84－3316

人権相談
人権擁護委員による相談

4日（金）
7日（月）

13:00～15:00
市役所１階市民対話室

☎96－1223

4日（金）
25日（金）

13:00～15:00 関支所１階応接室１
☎96－1223

よろず人権相談
人権擁護委員による相談

①4日（金）
②17日（木）

13:00～15:00
①あいあい１階個別相談室
②あいあい１階相談室１

☎96－1223

行政相談
行政に関わる意見、要望、
困っていることなどの相談

9日（水）13:00～15:00
市役所１階市民対話室

☎84－5008

16日（水）13:00～15:00
関支所１階応接室１

☎84－5008

法律相談
弁護士による相談。
予約制（１カ月前から受付）

17日（木）13:30～15:50
市役所１階市民対話室

☎84－5008

25日（金）13:00～16:30
市役所１階市民対話室

☎84－5008

三重県よろず支援拠点
による経営よろず相談
社会保険労務士や金融機関経験者
などの専門家による相談。予約制
（当日申込可）

23日（水）10:00～16:00
市役所西庁舎３階第６会議室

☎059－228－3326

交通事故相談
専門相談員による相談。予約制
（1カ月前から12/15正午まで受付）
※�申込者がいない場合は開設しません。

16日（水）13:30～15:30
市役所１階市民対話室

☎84－5035

心配ごと相談
生活上のあらゆる心配ごと、困り
ごと相談。予約制（当日申込可）

11日（金）
25日（金）

13:00～15:00
あいあい１階相談室２

☎82－7985

心配ごと相談
（元公証人による相談）
相続、遺言、離婚、賃貸借等の相談。
予約制（当日申込可）

11日（金）
25日（金）

13:00～15:00
あいあい１階個別相談室

☎82－7985

社協による法律相談
成年後見、権利擁護に関する弁護
士による相談。予約制（12/24正午
まで受付）
※申込者がいない場合は開設しません。

25日（金）10:00～12:00
あいあい１階個別相談室

☎82－7985

子ども医療相談
児童精神科医による相談

24日（木）13:50～17:00 あいあい２階
☎83－2425

療育手帳の相談・判定
児童相談所職員による相談・判定

7日（月） 9:10 ～15:50
あいあい２階
☎83－2425

家庭児童相談
※子ども虐待やDVなどを含む

月～金曜日 9:00 ～17:00
あいあい２階
☎83－2425

無料住宅相談（偶数月開催）
増改築相談員による相談

17日（木）13:00～16:00
あいあい１階
☎84－5038

青少年相談
※�ニートやひきこもりなど青少年の
自立支援

月～金曜日 9:00 ～17:00
青少年総合支援センター

☎82－6000

消費生活問題の相談
消費生活専門相談員による相談

月～金曜日 9:00 ～16:00
鈴鹿亀山消費生活センター

☎059－375－7611
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一次救急
当番医12月

日 医療機関名・所在地 電話番号 担当医師

１ 火 みえ呼吸嚥下
リハビリクリニック アイリス町 84－3536 井上医師

２ 水 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
３ 木 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
４ 金 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
５ 土 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
７ 月 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師

８ 火 みえ呼吸嚥下
リハビリクリニック アイリス町 84－3536 井上医師

９ 水 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
10 木 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
11 金 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
12 土 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
14 月 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師

15 火 みえ呼吸嚥下
リハビリクリニック アイリス町 84－3536 井上医師

16 水 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
17 木 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
18 金 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
19 土 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
21 月 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師

22 火 みえ呼吸嚥下
リハビリクリニック アイリス町 84－3536 井上医師

23 水 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
24 木 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
25 金 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
26 土 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
28 月 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師

問合先　☎82－1111（市役所代表）

お願い
○�夜間・休日などの当番医療機関は、急病
に対するもので、担当医師の専門分野以
外の症状には、対応できない場合があり
ます。

○�担当医師や診療場所が変更となる場合
がありますので、事前に電話で確認して
から受診してください。

○�健康保険証、医療費受給資格証（子ども医
療費など）、診療費、お薬手帳（または服用
している薬）を必ずお持ちください。

※�夜間時間外応急診療や休日の当番医は、市ホーム
ページでも案内しています。

急な子どもの病気の
電話相談
＜みえ子ども医療ダイヤル＞

☎♯8000 または ☎059－232－9955
（午後７時30分～翌朝８時）

※ 子どもの病気・薬・事故に関することに
ついて、医療関係の専門相談員が電話
による相談を実施しています。

●夜間時間外応急診療（日曜日を除く）
　市内内科系医師と市立医療センターの当番制で、夜間時間外の
一次応急診療を実施しています。
��【診療時間】�午後７時30分～10時（受付：午後７時～９時30分）

日 医療機関名・所在地 電話番号
６ 日 伊東医院 野村三丁目 82－0405
13 日 亀山腎・泌尿器科クリニック 栄町 83－0077
20 日 亀山医院 本町三丁目 82－0015
27 日 川口整形外科 野村四丁目 82－8721
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医療機関の照会

＜三重県救急医療情報センター＞
☎059－229－1199 （終日）

※ 「今、診てもらえる医療機関」を24時間
365日案内しています。

※ 深夜などは、お問い合わせに対して最
寄りの医療機関を紹介できない場合が
あります。

※ 県ホームページからも、受診可能な医
療機関や、県内医療機関の詳しい情報
などを検索できます。

●日曜日の当番医
�【診療時間】�午後１時～７時30分（受付：午後７時まで）

医療ネットみえ

※年末年始の救急医療当番医などは、広報かめやま12月16日号でお知らせします。


